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令和７年第４回　魚津市教育委員会会議録 
 

１　開催日時及び場所 

令和７年５月12日（月）　　場所　第一分庁舎会議室 

午後４時00分～午後４時50分　 

 

２　出欠について 

教育長　　山　瀬　　　敬 

１　番　　伊　東　潤一郎 

２　番　　山　浦　春　美 

３　番　　片　山　さゆり 

４　番　  松　本　修　治 

 

３　出席職員 

　　　　　　 

４　傍聴人　なし 

 

５　会議の要旨 

午後４時　　　山瀬教育長が開会を宣言する。 

（１）会議録署名委員の指名について 

　　　１番　伊東委員を指名した。 

 

（２）前回会議録の承認 

全員異議なく承認した。 

 

（３）議案 

 事 務 局 長 

教 育 総 務 課 長 

こ ど も 課 長 

図 書 館 長 

埋 没 林 博 物 館 長 

学 校 教 育 係 長 

文化財保護係長

田　中　明　子 

村　﨑　　　博 

前　田　久　則 

小　林　幹　子 

石　須　秀　知 

山　岡　耕太郎 

塩  田　明　弘

教育委員会参事 

生涯学習・スポーツ課長 

学校給食センター所長 

水 族 館 博 物 館 長 

総 務 係 長 

生涯学習・文化係長 

ス ポ ー ツ 係 長

入　井　孝　幸

山 本 浩 司 

井 川 勇 

清 水 悟 史 

前 屋 さ お り

布　野　 久美子 

廣　川　 哲　也

  

議案第15号

議案第15号から議案第17号まで一括説明 

魚津市教育委員会事務引継規程の一部改正について

 議案第16号 魚津市公立学校施設及び設備の利用に関する規則の一部改正について

 議案第17号 魚津市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱の一部改正について 

　前屋総務係長から説明し、全員異議なく可決し

  

議案第18号

議案第18号から議案第19号まで一括説明 

魚津市幼保小連絡協議会設置要綱の制定について
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（４）報告事項 

 

（５）その他 

①台湾とのオンライン交流について 

②５月10日（土）、11日（日）開催の蜃気楼交流会の報告について 

③魚津市立図書館会協議会での委員からの意見について 

 

議　案 

【魚津市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱の一部改正について】 

 

【魚津市幼保小連絡協議会設置要綱の制定について】 

 議案第19号 魚津市スクールバス運行管理要綱の一部改正について 

　山岡学校教育係長から説明し、全員異議なく可決した。

  

議案第20号

議案第20号から議案第21号まで一括説明 

魚津市スポーツ競技大会出場奨励金交付要綱の一部改正について

 議案第21号 魚津市教育委員会表彰等規則に基づく表彰について 

　廣川スポーツ係長から説明し、全員異議なく可決した。

 議案第22号 魚津市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の一部改正について 

　小林図書館長から説明し、全員異議なく可決した。

 (1) 

(2) 

(3) 

(4)

魚津市少年補導センター補導委員名簿 

魚津市学校給食運営委員名簿 

魚津市立図書館協議会委員名簿 

第３期子ども子育て支援事業計画について

 伊東委員 

 

村崎課長 

 

田中局長 

 

 

 

教育長

対外的な文書において、押印をなくすることによる偽造対策についてどのよう

に考えていますか。問題が起こりやすいように感じます。 

業務に不都合が生じるか等、押印廃止の判断基準はありますが、決裁を受けて

承認事務を行っており、最終的には偽造か否かは判断がつくと考えています。 

偽造の可能性は全く否定出来ませんが、押印をなくすことによって一気に偽造

の可能性が高まるものではないと考えています。権利義務や法的地位に影響を及

ぼすもの以外に限り、押印の省略をするという一定の基準を設けて押印の省略を

するものと理解しています。 

一般的に懸念材料もあるという委員のご意見だと思います。

 伊東委員 

山岡係長 

 

田中局長 

 

 

伊東委員 

 

国からの補助金とは何を対象としているのですか。 

要綱第４条の第３号の幼保小架け橋期コーディネーターの人件費が対象となり

ます。 

事業に取り組むため、幼保小架け橋期コーディネーターを設置しました。人材

の人件費に対する国庫補助を得るため、要綱を設けることが条件となっていま

す。 

幼保小架け橋期コーディネーターは、いつからどのようなルールで設置されて

いるのですか。市としてコーディネーターが必要と判断し、国の補助金を申請す
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【魚津市教育委員会表彰等規則に基づく表彰について】 

 

【魚津市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の一部改正について】 

 

 

 

 

議事が終了したので教育長が閉会を宣した。 
 

  

 

村崎課長 

教育長 

 

 

山浦委員 

山岡係長 

山浦委員 

山岡係長

るために、協議会の設置要綱を制定する流れだと理解しますが、幼保小架け橋期

コーディネーターの役割や仕事についての説明が必要ではないですか。 

令和７年度当初予算の説明の際にご説明していたと思います。 

２月の委員会会議で、令和７年度重点施策の説明の際に説明していたと思いま

すが、今回の魚津市幼保小連絡協議会設置要綱の制定の際に、幼保小架け橋期コ

ーディネーターの設置の目的などを、再度説明した方が良かったと思います。 

他市町村でもコーディネーターの設置をしているのですか。 

今年度からいくつかの自治体では設置しています。 

魚津市は設置が早い方だということですね。 

早い方です。

 山本課長 

 

伊東委員 

 

 

山本課長

表彰の目安は魚津市優良スポーツクラブ及び指導者表彰細則によります。地区

体育振興会等からの推薦を受け、厳正に審査しています。 

表彰の活動歴の目安を10年としている中で、今回の受賞者は活動歴が22年、

30年の方となっています。活動歴が10年以上の方で表彰者の要件に該当する方

は、かなりの数いらっしゃるのではないですか。 

推薦団体の取り決めもあるとは思いますが、現役活動中ではなく、会長や監事

などの役職を退かれる際に推薦されることが多いようです。

 教育長 

小林館長 

教育長 

小林館長 

教育長 

小林館長 

現在のスポンサー数を教えてください。 

23企業から25の雑誌の提供を受けています。 

スポンサー数の推移を教えてください。 

だいたい一定数で推移しています。 

スポンサー制度に不採択になるのはどのような場合ですか。 

魚津市広告掲載基準（平成19年魚津市告示第18号）第４条に該当する団体、

例えば風俗営業等を営む事業者、貸金業者に該当する事業者に該当する者等がス

ポンサー制度においてスポンサーとなることができません。


